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 これまでの経験から
 財政の現状
 税務行政の現状

1 確定申告等の状況
2 税務手続の電子化
3 インボイス制度

 税務行政のDX（デジタル・トランスフォーメーション）

 酒類行政の振興
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令和３年分 確定申告の状況（所得税）
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（億円） （億円）

375,178 368,112 367,588 379,251 374,889 

741,511 750,672 747,715 736,920 745,150 
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広島局
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自宅等からの
ｅ－Ｔａｘ

22,841 27,400 62,245 108,165 44,198 78,836 
99,156 

106,129 

25,088 

4,030 
3,408 

4,711 
6,480 

241,849 

248,506 
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270,103 
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47,005 
74,947 
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マイナンバーカード方式 ID・パスワード方式 その他の従来の方式での送信

税理士による代理送信 地方公共団体で作成・ｅ－Ｔａｘ 確定申告会場で作成・e-Tax

令和３年分 確定申告の状況（e-Tax申告）

納税者本人
による送信

e-Tax利用
人員

広島局（人）



12

令和２年度 法人税の申告件数等の状況（中国５県）
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申告所得金額の推移

年度

（単位：億円）

１兆9,306億円

年度等 令和元 令和２

項目 件数等 件数等 増減 対前年比

件 件 件 ％

150,746 152,074 1,328 100.9

億円 億円 億円 ％

18,595 19,306 711 103.8

億円 億円 億円 ％

3,447 3,605 158 104.6

申告件数

申告所得金額

申告税額

（年度）



13

令和２年度 法人税の申告件数等の状況（岡山県)

年度
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【岡山県】申告所得金額の推移

4,216億円

年度等 令和元 令和２

項目 件数等 件数等 増減 対前年比

件 件 件 ％

40,972 41,395 423 101.0

億円 億円 億円 ％

3,884 4,216 332 108.5

億円 億円 億円 ％

766 805 39 105.1

申告件数

申告所得金額

申告税額

（単位︓億円）
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要
件
（
換
価
の
猶
予
）

新型コロナウイルス感染症への対応（確定申告期）

入場整理券のオンライン事前発行

入場整理券は国税庁のLINE公式アカウントからも取得できます
ＳＴＥＰ１
国税庁を

「友だち追加」

ＳＴＥＰ２
「相談を申し込む」を選択

ＳＴＥＰ３
税務署・希望日時を選択

ＳＴＥＰ４
申込完了→会場で提示

国税庁
ＬＩＮＥ公式アカウント

ＱＲコード

※ LINEのホーム画面で「国
税庁」または「＠kokuzei」と
検索しても友だちに追加でき
ます。

「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

入場時 に は
こ の 画 面 を
ご提示ください
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新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない
場合、税務署に申請することにより、次の要件のすべてに該当するときは、原則と
して１年以内の期間に限り、猶予が認められますので、所轄の税務署（徴収担当）
にご相談ください。

納税の猶予制度

① 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難に
するおそれがあると認められること。

② 納税について誠実な意思を有すると認められること。

③ 猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。

要
件
（
換
価
の
猶
予
）

④ 納付すべき国税の納期限から６か月以内に申請書が提出されていること。

 

猶予制度の詳細は
こちら↓
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 これまでの経験から
 財政の現状
 税務行政の現状

1 確定申告等の状況
2 税務手続の電子化
3 インボイス制度

 税務行政のDX（デジタル・トランスフォーメーション）

 酒類行政の振興
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e-Tax利用率の推移（全国）

90.4％
（広島局）

61.2％
（広島局）

23.6％
（広島局）
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諸外国における電子申告利用率
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自宅からのe-Taxがスタンダードに

323 千人

286 千人

253 千人
240 千人

218 千人

25 千人

71 千人

110 千人 166 千人

221千人

平成29年分 平成30年分 令和元年分 令和２年分 令和３年分

約1.3倍
（+5万5千人）

納税者ご自身による
自宅からのe-Tax

確定申告会場で申告書を作成・提出した方
（e-Tax又は書面）

広島局
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スマホ申告の利用状況

11千人

35千人

55千人

83千人

平成30年分 令和元年分 令和２年分 令和３年分

３年で約7.5倍

約1.5倍

広島局
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チャットボットの利用状況（全国）

37万件

420万件

590万件

令和元年分 令和２年分 令和３年分
「税務職員ふたば」

２年で約16倍

約1.4倍
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スマホ申告の利便性向上①

スマホ申告は
こちら⇒



スマホ申告の利便性向上②
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⑧マイナポイント
最大20,000円︕!
①新規取得で5,000円
②健康保険証としての利用申込で
7,500円
③公金受取口座の登録で7,500円

・最大20,000円分のマイナポイ
ントが受け取れます︕
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マイナンバーカードの取得メリット

①本人確認書類になる
・顔写真付身分証明書として活用
できます。

②コンビニで
各種証明書が取得可能

・住民票の写しや印鑑登録証明、
所得証明書がコンビニで取得※で
きます。
※市町村によりサービスが異なります。

③公金受取口座の登録
・児童手当や年金、所得税の還付
金等の公金受取手続が、簡単にな
り、各種申請だけとなります。

④オンラインで
行政手続

・e-Tax︕︕
・子育てに関する手続がオンライ
ン・ワンストップでできます。

⑤民間の各種オンライ
ンサービスが利用可能

・ネット銀行や証券口座の開設手
続などに利用でき、書類送付等の
手間が省けます。

⑥コロナワクチンの
接種証明書の電子交付

・接種証明書をスマホアプリで発
行でき、出先で接種証明書が必要
な時でも簡単に提示できます。

⑦健康保険証として
利用可能

・本人の同意があれば、特定検診
や薬剤情報を医師等と共有できま
す。
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マイナンバーカードの取得方式

オンライン
申請は

こちら↓
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キャッシュレス納付の推進に向けた取組

令和７年度までにキャッシュレス納付割合４割を目指します

⇔ 令和３年度実績 24.1％（広島局）
（「 規制改革実施計画（令和３年６月18日閣議決定）」に基づく「オンライン利用率引上げに係る基本計画（令和３年10月18日財務省ホームページ公表）」）

令和７年度までにキャッシュレス決済比率４割を目指します
（「成長戦略フォローアップ」令和２年７月17日閣議決定）

政府の目標

国税庁としての目標

＊「キャッシュレス納付」とは、現金（紙幣・硬貨）を使用しない非対面の納付方法を意味し、
振替納税・ダイレクト納付・電子納税・クレジットカード納付の合計を指します。
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キャッシュレス納付の現状

広島局管内の国税の納付件数（手段別内訳︓令和３年度実績）

コンビニ納付 114千件（4.8％）

税務署窓口70千件（2.9％）
金融機関窓口

1,640千件（68.2％）
キャッシュレス納付
578千件（24.1％）

＜総数2,402千件＞

＜税目別＞

＊「窓口納付」とは、金融機関窓口と税務署窓口の合計を指します。

＜人格別＞

【令和３年度 窓口納付に係る割合（広島局）】



場所 納付手段 現金種別 概要

ダイレクト納付 銀行口座 e-Taxを利用したオンライン納付

振替納税（個人のみ） 銀行口座
１度登録すると毎回
銀行口座から指定された期日に納付

インターネット
バンキング

銀行口座
金融機関のサービスを利用した
オンライン納付

クレジットカード納付 銀行口座 専用サイトを利用したオンライン納付

スマホアプリ納付
(令和４年12月〜)

電子マネー ●●PAYを利用したオンライン納付

コンビニ コンビニ納付 現金
コンビニにおいて、現金で納付
（30万円まで）

金融機関 窓口納付
現金

（銀行口座）
金融機関の窓口において、現金又は口
座から納付

税務署 窓口納付 現金 税務署の窓口において、現金で納付

自宅
・

事業所
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オフィスや自宅から
PCで納付できます︕

窓口で
待たなくてもいい︕

PCで申告から
納税まで

一度でできます︕

即時又は納付日を
指定して納付が

できます︕

キャッシュレス納付

メリット

納付手段の多様化とキャッシュレス納付のメリット

国税の納付
手続の利用案内

はこちら↓

スマホアプリ
納付の利用案内

はこちら↓



電子納税税証明書（PDF）のe-Tax申請
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詳しい手続き
はこちら↓

電子納税証明書（PDF）の請求から受取まで新たにスマホでも可能に︕

※ご利用にはマイナンバーカードが必要です。



所得税申告書等（PDF）のe-Tax申請
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詳細は
こちら↓

※ご利用にはマイナンバーカードが必要です。



年末調整手続の電子化
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年末調整がよくわかる
ページはこちら⇒
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 これまでの経験から
 財政の現状
 税務行政の現状

1 確定申告等の状況
2 税務手続の電子化
3 インボイス制度

 税務行政のDX（デジタル・トランスフォーメーション）

 酒類行政の振興



基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、原則として消費税の納税義務が免除され
ますが、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者は、基準期間の課税売上が1,000万円以下
であっても、登録を取り消さない限り消費税の納税義務が免除されません。

【適格請求書とは】
適格請求書とは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、

一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類をいいます。

【適格請求書発行事業者登録制度】
● 適格請求書を交付できるのは、適格請求書発行事業者に限られます。
● 適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を

提出し、登録を受け、登録番号を受け取る必要があります。
なお、課税事業者でなければ登録を受けることはできません。

令和5年10月１日以降は、区分記載請求書等の保存に代えて、
「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となります。

適格請求書等保存方式
⇒ いわゆる「インボイス制度」

33

適格請求書等保存方式の概要
インボイス特設サイト

はこちら▼
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インボイス制度導入までのスケジュール

登録申請書の
申請期限

登録事業者になろうとする事業者の方は、「適格請求書発行事業者の登録申請書（登録申請書）」の提出が必要です。
登録申請書提出後、税務署から登録番号などの通知が行われます。
※ 登録番号については、法人番号を有する事業者の方は「T＋法人番号」、

それ以外の事業者の方は「T＋13桁の数字（新たな固有の番号」が登録番号となります。



e-Taxによる事業者登録申請手続

35



○ インボイス・返還インボイスといった書類は、その記載事項につき、電磁的記録による提供も可能となっている（いわゆる電子イン
ボイス）。この際、書類と電磁的記録によりこれらの書類の記載事項を満たすことも可能となる。

○ 仕入明細書のように買手が作成する書類についても、電磁的記録により作成・提供し、売手の確認を受けたもの（電子仕入明細書）
を保存することで、仕入税額控除が可能となる。

○ 提供した又は受領した電磁的記録については、電子帳簿保存法に準じた方法による保存が必要となる。

提供した
電子インボイス

【売手】 【買手】

受領した
電子インボイス

売手の確認を受けた
電子仕入明細書

電子仕入明細書の記載事項
について確認

① 次のいずれかの措置を行う

イ タイムスタンプが付された後にインボイスの授受を行う
ロ 授受後に速やかにタイムスタンプを付す
ハ データの訂正・削除の記録が残る又は訂正・削除できな
いクラウドシステム等を使用する
ニ 訂正・削除防止に関する事務処理規程を定める

② システム概要書等の備付け

③ 操作説明書の備付け、ディスプレイ及び紙への出力性
の確保

④ 検索機能の確保

（注）整然とした形式及び明瞭な状態で出力した書面による
保存も認められる。

電子インボイス

電子仕入明細書

電子帳簿保存法に準じた方法
による保存

≪要件≫

いわゆるEDI取引、電子メールに
よる送付（添付ファイル含む）、Web
サイトを通じての情報の授受等

電子インボイス等の電磁的記録による提供
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制度導入にともなう政府の支援

詳細は、それぞれのホームページをご覧ください。

○IT導入補助金
（サービス等生産性向上IT導入支援事業）

○小規模事業者持続化補助金

サービス等生産性向上
IT導入支援事業事務
局ポータルサイト

リーフレット リーフレット


